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Ⅰ はじめに 

 
 

 (1) これまでの経緯 

   本市では、財政状況を市民の皆様に分かりやすくお伝えするため、平成 20年度決算か

ら総務省方式改訂モデルの財務書類を作成し公表してきました。 

   こうした取組は全国の自治体で進められていましたが、財務書類の作成基準が複数あ

り、他都市との比較が難しい等の課題もあったため、平成 27年 1月に総務省より固定資

産台帳と複式仕訳に基づく統一的な基準が示されました。 

   これに基づき、本市でも平成 27 年度から固定資産台帳を整備し、平成 28 年度決算か

らは統一的な基準に基づく財務書類を作成し公表しています。 

 

 (2) 新地方公会計制度導入の目的 

   新地方公会計制度は、住民や議会、外部に対して財務情報の分かりやすい開示、財政

運営や政策形成を行う上での基礎資料として、資産・債務管理や予算編成、政策評価等

に有効に活用することを目的としています。 

 

 (3) 具体的な内容（財務書類の整備） 

   現行の予算・決算制度は、現金収支を議会の民主的統制下に置くことで、予算の適正・

確実な執行を図るという観点から、現金主義会計を採用しています。財務書類の整備は

発生主義の考え方を導入し、ストック情報・フロー情報を全体的・一覧的に把握するこ

とにより、現金主義を補完するものです。 

  

 (4) 財務書類整備の効果 

  ① 資産・負債（ストック）の総体の一覧的把握 

    資産形成に関する情報（資産・負債のストック情報）を把握することができます。 

  ② 発生主義による正確な行政コストの把握 

    見えにくいコスト（減価償却費、退職手当引当金など各種引当金）を把握すること

ができます。 

  ③ 公共施設マネジメント等への活用 

    固定資産台帳の整備等により、公共施設マネジメント等への活用が可能となります。 
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Ⅱ 財務書類作成の範囲 

 

 ▷ 統一的な基準が対象とする作成主体は、都道府県、市区町村、一部事務組合及び広域

連合です。地方公共団体は、一般会計及び地方公営事業会計以外の特別会計からなる一

般会計等を基礎として財務書類を作成します。また、一般会計等に地方公営事業会計を

加えた全体財務書類、全体財務書類に地方公共団体の関連団体を加えた連結財務書類を

あわせて作成します。 

 

 ▷ 本市における連結対象となる会計は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▷ 金額について、千円単位等の記載がありますが、それぞれの未満値は四捨五入で表示

しているため、合計が一致しない場合があります。 

  

全 体

連 結

一般会計等

①一般会計

②奨学学術振興事業特別会計

③母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

④財政健全化調整特別会計

①水道事業会計

②下水道事業会計

③卸売市場事業特別会計

④国民健康保険事業特別会計

⑤介護保険事業特別会計

⑥後期高齢者医療事業特別会計

①姫路福崎斎苑施設事務組合

②中播衛生施設事務組合

③くれさか環境事務組合

④兵庫県競馬組合

⑤加古川市外２市共有公会堂事務組合

⑥兵庫県後期高齢者医療広域連合

⑦（一財）姫路市まちづくり振興機構

⑧姫路ウォーターフロント（株）

⑨（公財）姫路市救急医療協会

⑩（公財）姫路市中小企業共済センター

⑪イーグレ姫路管理（株）

⑫アイシーエス姫路市ウェルフェアー（株）

⑬（株）姫路ポートセンター

⑭（社福）姫路市社会福祉事業団
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Ⅲ 財務書類とは ①（財務４表の体系） 

 

 

 ▷ 財務書類は、資産や負債の状況、コストやその財源の状況といった財務状況を一覧で

分かりやく、市民の皆様に開示する観点から、企業会計の考え方や手法（発生主義、複

式簿記）を用いて作成する書類です。 

 

 ▷ 地方公会計の財務書類の体系は、１.会計年度末における資産及び負債の状況を明らか

にする「貸借対照表」、２.業務実施に伴い発生した費用を明らかにする「行政コスト計算

書」、３.貸借対照表の純資産の変動要因を明らかにする「純資産変動計算書」、４.資金の

流れを区分別に明らかにする「資金収支計算書」の４つの表で構成されています。 

 

 ▷ 統一的な基準による財務書類の相関関係は次のとおりです。 

 

 

 
 

 

 

 

≪貸借対照表 （BS）≫ ≪行政コスト計算書 （PL）≫

資産 負債 2,178 億円

173 億円

うち　現金預金 純資産 15 億円

1 億円

・・・・ △ 2,019△1,681億円 

≪資金収支計算書 （CF）≫ ≪純資産変動計算書 （NW）≫

97 億円 5,811億円 

322 億円 △ 2,019億円 

△ 248 億円 2,151億円 

△ 81 億円 89億円 

90 億円 6,032億円 

25 億円

115 億円

(115 億円) 6,032 億円 臨時利益

経常費用

8,275 億円 2,243 億円 経常収益

臨時損失

本年度末現金預金残高

歳計外現金残高

本年度末資金残高 本年度末純資産残高

純行政コスト

前年度末純資産残高

純行政コスト

財源

無償所管換等財務活動収支

投資活動収支

業務活動収支

前年度末資金残高

一般会計等 
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Ⅳ 財務書類とは ②（財務４表の見方） 

 

 １ 貸借対照表（ＢＳ）とは 

 

 ▷ 貸借対照表とは、会計年度末時点で、地方公共団体がどのような資産を保有している

のか（資産保有状況）と、その資産がどのような財源で賄われているのか（財源調達状

況）を対照表で示したものです。貸借対照表により、基準日時点における地方公共団体

の資産・負債・純資産といったストック項目の残高が明らかになります。 

 

 ▷ 「資産」は、①資金流入をもたらすもの、②行政サービス提供能力を有するものであ

り、現金預金や基金、各種施設等の有形固定資産などが主たる項目です。 

 

 ▷ 「負債」とは、将来、債権者に対する支払や返済により地方公共団体から資金流出を

もたらすものであり、地方債がその主たる項目です。 
 

 ▷ 「純資産」は、資産と負債の差額ですが、民間企業のように株主からの出資の受け入

れなどの取引結果は含まれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【貸  借  対  照  表 （令和６年度）】 

資産の部 負債の部 

〇固定資産        7,956億円 〇固定負債        1,892億円 

・事業用資産 3,855 億円 ・地方債 1,561 億円 

・インフラ資産 2,795 億円 ・その他 331 億円 

・その他 1,306 億円 〇流動負債         351 億円 

〇流動資産        319 億円 ・1 年以内地方債 183 億円 

・現金預金 115 億円 ・その他 168 億円 

・基金 195 億円 純資産の部 

・その他 9 億円 ・純資産等 6,032 億円 

資産計 8,275 億円 負債・純資産計 8,275 億円 

地方債な

ど将来世

代の負担

です。 

過去または

現世代の負

担です。 

行政サービス

を提供するた

めの公共施設

等の固定資産

や将来、行政サ

ービスに使用

する現金等の

資産です。 
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 ～参考～ 

 

 ◇ 貸借対照表でなにがわかるの？ 
 

   市が、現在どれだけの資産を所有し、また、その資産がどのような財源で賄われてい

るか、将来の世代の負担がどれだけあるかなどが分かります。 

 

 

 ◇ 事業用資産、インフラ資産ってどういうもの？ 
 

   事業用資産とは、「市役所庁舎」や「学校」などの市が事業を行うための資産のことで

す。インフラ資産は、「道路」や「公園」など市民の社会生活の基盤となる資産のことで

す。 

 

 

 ◇ 貸借対照表を家計に置き換えると？ （カッコ内は姫路市の R６ 一人当たり金額） 

 

《固定資産》   （153 万円） 

 土地、住宅、車など 

 

⇒主に換金しにくいもの、換金することを目

的としていないものが該当します。 

            

《負債》    （43 万円） 

 住宅ローン、車のローンなど 

 

⇒1 年以内に支払う借金は流動負債とな

り、それ以外は固定負債となります。 

《流動資産》   （6万円） 

 現金、預金、株式など 

 

⇒主に 1 年以内に換金できるもの、換金す

ることを目的としているものが該当しま

す。 

《純資産》   （116 万円） 

 資産と負債の差額 

 

⇒純資産がマイナスになると、負債が資産

を超える「債務超過」の状態であり、不健

全な財政状況であることを意味します。 
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 ２ 行政コスト計算書（ＰＬ）とは 

 

 ▷ 行政コスト計算書は、一会計期間において、資産形成に結びつかない経常的な行政活

動に係る費用（経常的な費用）と、その行政活動と直接の対価性のある使用料・手数料

などの収益（経常的な収益）を対比させた財務書類です。 

 

 ▷ 経常的な費用と収益の差額によって、地方公共団体の一会計期間中の行政活動のうち、

資産形成に結びつかない経常的な活動について、税収等で賄うべき行政コスト（純行政

コスト）が明らかになります。 

 

 

【行 政 コ ス ト 計 算 書 （令和６年度）】 

１．人件費 

  （職員の給料など） 
406 億円 

２．物件費等 

  （委託料や減価償却費など） 
692 億円 

３．社会保障給付 

  （障害福祉サービス費など） 
539 億円 

４．その他のコスト 

  （補助金など） 
541 億円 

経常費用（１～４）       ① 2,178 億円 

  
経常収益（使用料など）   ② 173 億円 

純経常行政コスト（②－①） Ａ △2,005 億円 

  
臨時損益            Ｂ △14 億円 

純行政コスト（Ａ＋Ｂ） △2,019 億円 

 

 

  

人件費、物件費、社会保障費など

を発生額で計上します。 

経常的に発生する費用から、使

用料及び手数料といった受益者

負担収益を差し引くことで純経

常行政コストを算定します。 

臨時に発生する損失、利益を加

味して純行政コスト（税を主と

する一般財源等で賄うべきコス

ト）を算定します。 
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 ～参考～ 

 

 ◇ どんなサービスにコストがかかってるの？ 
 

   障害福祉サービスや生活保護などの社会保障費、施設の維持補修費、減価償却費などに多

くのコストがかかっています。 

 

 

 ◇ 減価償却費とは？ 
 

   建物や道路などの資産は使用することにより摩耗し、財産価値が減少していきます。その

実態を財務書類で表すために実施する会計処理を減価償却と呼びます。減価償却費とは、1

年間資産を使用したことによる財産価値の減少額を意味しており、現金支出を伴わないコス

トとして行政コスト計算書に計上されます。 
 

 ⇒ 行政コスト計算書を見ることで、現金支出がなく数字として見えにくかったコストを

含め、どのようなコストにいくらかかっているのかが分かります。 

 

 

 ◇ 行政コスト計算書を家計に置き換えると？（カッコ内は姫路市の R６一人当たり金額） 

 

項 目 家計の場合該当するもの 

経常費用 

（42.0 万円） 

食費、養育費、医療費、光熱水費、交通費、仕送りなど 

経常収益 

（ 3.3 万円） 

預貯金の利息など 

臨時損失 

（ 0.3 万円） 

災害による家屋の修理費用、株式や車の売却損など 

臨時利益 

（ 0.0 万円） 

宝くじの当せん金、株式や土地の売却益など 
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 ３ 純資産変動計算書（ＮＷ）とは 

 

 ▷ 純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目が、１年間で

どのように変動したかを表す財務書類です。 

 

 ▷ 純資産変動計算書においては、地方税、地方交付税などの一般財源、国県支出金など

の特定財源が純資産の増加要因として直接計上され、行政コスト計算書で算出された費

用（純行政コスト）が純資産の減少要因として計上されることなどを通じて、１年間の

純資産総額の変動が明らかになります。また、固定資産等の変動により、純資産の変動

要因が分かります。 

 

 

 

【純 資 産 変 動 計 算 書 （令和６年度）】 

前年度末純資産残高      Ａ 5,811 億円 

純行政コスト（△）        ① △2,019 億円 

財
源 

税収等         ② 1,442 億円 

国県補助金      ③ 709 億円 

合 計 2,151 億円 

本年度差額（①＋②＋③）   Ｂ 132 億円 

その他の変動           Ｃ 89 億円 

本年度末純資産残高（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 6,032 億円 

 

 

 

 

  

純行政コストの金額に対して、

税収及び国の補助金等受入の

金額がどの程度あるかを見る

ことにより、受益者負担以外の

財源によりどの程度賄われて

いるかを把握することができ

ます。 
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 ～参考～ 

 

 ◇ 純資産変動計算書ってなに？  （カッコ内は姫路市の R６ 一人当たり金額） 
 

   「純資産」とは、道路や公共施設などの資産の取得のために、これまでの世代が負担

したもので、将来返済する必要がないものです。 

   「純資産（ 116 万円）」＝「資産（ 159 万円）」－「負債（ 43 万円）」 

   この表は、その純資産が 1 年間でどのように変動したかを示しています。 

 

 

 

 ◇ 純資産変動計算書で注目すべきポイントは？ 
 

   純資産変動計算書では本年度差額が注目すべきポイントとなります。本年度差額がプ

ラスということは、行政サービスにかかったコスト(純行政コスト)が当年度の財源(税収

等や国庫補助金)で賄えているということを意味します。逆にマイナスになるということ

は行政サービスを税金だけでは賄えていないということを意味し、その状態が長期間継

続することは、将来へ負担を先送りし、不健全な財政運営となっている可能性を示して

います。 
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 ４ 資金収支計算書（ＣＦ）とは 

 

 ▷ 資金収支計算書は、一会計期間における地方公共団体の行政活動に伴う現金等の資金

の流れを性質の異なる三つの活動に分けて表示した財務書類です。現金等の収支の流れ

を表したものであることから、キャッシュ・フロー計算書とも呼ばれます。 

 

 ▷ 現金収支については、現行の歳入歳出計算書においても明らかにされますが、資金収

支計算書においては、「業務活動収支」「投資活動収支」「財務活動収支」という性質の異

なる三つの活動に大別して記載され、地方公共団体の資金が期首残高から期末残高へと

増減した原因が明らかにされるのが特徴です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【資 金 収 支 計 算 書 （令和６年度）】 

業
務
活
動 

支
出 

人件費 392 億円 

その他 1,549 億円 

収
入 

市税など 1,442 億円 

その他 821 億円 

【業務活動の収支】   ① 322 億円 

投
資
活
動 

支
出 

施設などの整備費 197 億円 

その他 127 億円 

収
入 

国や県からの補助金 60 億円 

その他 16 億円 

【投資活動の収支】   ② △248 億円 

財
務
活
動 

支
出 

地方債の返済 194 億円 

その他 0 億円 

収
入 

地方債の発行 113 億円 

その他 0 億円 

【財務活動の収支】   ③ △81 億円 

本年度資金収支額(①＋②＋③) Ａ △7 億円 

前年度末資金残高         Ｂ 97 億円 

歳計外現金残高           Ｃ 25 億円 

本年度末現金預金残高(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 115 億円 

経常的な活動に関する収支を集

計 

支出…人件費、旅費、需用費、 

補助金、扶助費等 

収入…税収、補助金収入、使用料 

   ・手数料等 

投資的な活動に関する収支を集

計 

支出…公共事業や施設整備等、 

基金積立、貸付金等 

収入…公共事業等のための補助

金収入、基金取崩、貸付金

回収等 

財務的な活動に関する収支を集計 

支出…地方債償還等 

収入…地方債発行等 
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 ～参考～ 

 

 ◇ 資金収支計算書ってなに？ 
 

   「資金収支計算書」は１年間の現金の出入りを性質別に区分し、どのような活動に資

金を必要とし、その資金をどのように賄ったかを示しています。 

 

 

 ◇ 資金収支計算書を家計に置き換えると？（カッコ内は姫路市の R６ 一人当たり金額） 

 

項 目 家計の場合に該当するもの 

 

業務活動 

支 出 

（ 37.4 万円） 

食費、養育費、医療費、交通費、仕送りなどの支出 

収 入 

（ 43.6 万円） 

給料、年金、預貯金利息などの収入 

 

投資活動 

支 出 

（  6.3 万円） 

住宅の建築、車の購入、大型家電の購入などの支出 

収 入 

（  1.5 万円） 

住宅の建築、車の購入などに関する補助金収入 

 

財務活動 

支 出 

（  3.7 万円） 

住宅や車のローン返済などの支出 

収 入 

（  2.2 万円） 

住宅や車の購入にあたっての銀行からの借入収入 

 

 ⇒ 資金収支計算書を見ることで、どのような活動に資金が投入され、その資金がどのよ

うな収入で賄われているかが分かります。 
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姫路市 一人当たり 中核市平均 一人当たり

〇固定資産 7,878億円 1,510千円 5,171億円 1,452千円

・事業用資産 3,878億円 743千円 2,551億円 716千円

・インフラ資産 2,796億円 536千円 2,156億円 605千円

・その他 1,204億円 231千円 464億円 130千円

〇流動資産 321億円 61千円 215億円 60千円

・現金預金 121億円 23千円 65億円 18千円

・その他 200億円 38千円 150億円 42千円

資産の部　計 8,199億円 1,571千円 5,386億円 1,512千円

姫路市 一人当たり 中核市平均 一人当たり

〇固定負債 2,075億円 398千円 1,386億円 389千円

・地方債 1,639億円 314千円 1,196億円 336千円

・その他 436億円 84千円 190億円 53千円

〇流動負債 313億円 60千円 167億円 47千円

負債の部　計 2,388億円 458千円 1,553億円 436千円

・純資産など 5,811億円 1,114千円 3,833億円 1,076千円

負債の部・純資産の部　計 8,199億円 1,571千円 5,386億円 1,512千円

負債の部

資産の部

純資産の部

Ⅴ 姫路市の財務書類を他都市と比較すると 

 

  この項目では、中核市平均と比較しながら本市の財務書類を見ていくこととします。 

  令和６年度は各市の数値が出揃っていないため、令和５年度決算（一般会計等）の数値

を用いて比較します。 

（中核市平均：令和６年4 月1 日時点の中核市62 市の平均値） 
 

 １ 貸借対照表 
 

   令和５年度末時点で本市が保有している資産は 8,199 億円。資金調達の財源として、

将来返済する地方債などの負債が 2,388 億円、これまでの世代が負担した純資産が 5,811

億円となっています。 

   市民一人当たりの金額を中核市平均と比べると、負債の残高（固定負債・流動負債の

合計額）が 2 万 2 千円上回っていますが、資産が 5 万 9 千円上回っていることから、効

率的な資産形成ができていることが分かります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和５年度】 
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 ２ 行政コスト計算書 

 

   令和 5 年度の１年間の行政サービスを提供するためにかかったコスト（経常費用）は

2,099 億円で、使用料・手数料などの経常収益を差し引き、臨時損益を加味した純行政コ

ストは 1,991 億円となっています。 

   市民一人当たりの純行政コストを中核市平均と比べると、中核市平均の 39 万円と比べ

て、本市は 38 万 2 千円と 8 千円少なく、他都市よりも効率的に行政を運営できていたこ

とが分かります。 

 

 

 

  

姫路市 一人当たり 中核市平均 一人当たり

１．人件費
   （職員の給料など）

374億円 72千円 239億円 67千円

２．物件費等
   （委託料など）

652億円 125千円 412億円 116千円

３．社会保障給付
   （障害福祉サービス費など）

541億円 104千円 422億円 119千円

４．その他のコスト
   （補助金など）

532億円 102千円 373億円 105千円

経常費用（１～４） ① 2,099億円 402千円 1,446億円 406千円

経常収益（使用料・手数料など） ② 120億円 23千円 64億円 18千円

純経常行政コスト（②－①） Ａ △ 1,979億円 △ 379千円 △ 1,382億円 △ 388千円

臨時損益 Ｂ △ 12億円 △ 3千円 △ 6億円 △ 2千円

純行政コスト（Ａ＋Ｂ） △ 1,991億円 △ 382千円 △ 1,388億円 △ 390千円

【令和５年度】 
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 ３ 純資産変動計算書 

 

   令和 5 年度の純行政コスト 1,991 億円に対して財源は 2,042 億円ですので令和 5 年度

差額は 51 億円。これにその他の変動を加えた令和 5 年度末純資産残高は 5,811 億円と

なっています。 

   市民一人当たりの純資産残高は前年度と比べて 1 万 1 千円増加しましたが、中核市平

均と比べると、中核市平均の 107 万 6 千円に比べて、本市は 111 万 4 千円と 3 万 8 千円

多くなっています。純資産は市民の皆様の財産形成の額（資産から負債を除いた金額）

ですので、健全な財政運営が維持できているといえます。 

 

 

 

  

姫路市 一人当たり 中核市平均 一人当たり

Ａ 5,754億円 1,103千円 3,821億円 1,073千円

① △ 1,991億円 △ 382千円 △ 1,388億円 △ 390千円

税収等 ② 1,368億円 262千円 900億円 253千円

国県補助金 ③ 674億円 129千円 498億円 140千円

合　計 2,042億円 391千円 1,398億円 393千円

Ｂ 51億円 10千円 10億円 3千円

Ｃ 6億円 1千円 2億円 1千円

5,811億円 1,114千円 3,833億円 1,076千円

純行政コスト（△）

令和４年度末純資産残高

財
源

令和５年度末純資産残高（Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

その他の変動

令和５年度差額（①＋②＋③）

【令和５年度】 



 

- 17 - 
 

姫路市 一人当たり 中核市平均 一人当たり

人件費 356億円 68千円 232億円 65千円

社会保障費 541億円 104千円 422億円 119千円

その他 972億円 186千円 666億円 187千円

市税など 1,364億円 261千円 900億円 253千円

国や県からの補助金 640億円 123千円 464億円 130千円

その他 119億円 23千円 74億円 21千円

① 254億円 49千円 118億円 33千円

道路などの整備費 135億円 26千円 108億円 30千円

その他 66億円 13千円 81億円 23千円

国や県からの補助金 34億円 6千円 25億円 7千円

その他 23億円 4千円 73億円 20千円

② △ 144億円 △ 28千円 △ 91億円 △ 25千円

地方債の返済 215億円 41千円 135億円 38千円

その他 0億円 0千円 3億円 1千円

地方債の発行 108億円 21千円 105億円 29千円

その他 0億円 0千円 1億円 0千円

③ △ 107億円 △ 21千円 △ 33億円 △ 9千円

Ａ 3億円 1千円 △ 6億円 △ 2千円

Ｂ 94億円 18千円 57億円 16千円

Ｃ 24億円 5千円 14億円 4千円

121億円 23千円 65億円 18千円

歳計外現金残高

令和５年度末現金預金残高（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

支
出

業
務
活
動

投
資
活
動

支
出

収
入

【投資活動の収支】

収
入

【業務活動の収支】

令和４年度末資金残高

【財務活動の収支】

収
入

支
出

財
務
活
動

令和５年度資金収支額（①＋②＋③）

 ４ 資金収支計算書 

 

   資金収支計算書は本市の１年間の活動内容別の現金の増減と残高を示します。 

   令和 5 年度は、投資活動のための収支不足額の 144 億円を、経常的な業務活動の収支

254 億円で賄っておりますが、財務活動について、地方債の返済額が発行額を上回った

ことから令和 5 年度中の資金収支は 3 億円のプラスとなっています。 

   市民一人当たりの金額を中核市平均と比べると、令和 5 年度末の現金預金残高は中核

市平均が 1 万 8 千円となっているのに対し、本市においては 2 万 3 千円となっておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

【令和５年度】 
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Ⅵ 財務書類から見えてくる姫路市の状況 

 

   従来の決算統計に基づく財政指標や地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成

19 年法律第 94 号）における健全化指標等の指標に加え、財務書類のデータ等による指

標を分析することにより、地方公共団体の財政状況を多角的に分析することが可能とな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  次のページからは令和６年度の状況と令和５年度決算の数値を用いて、他の中核市と比

較しながら本市の財政状況を分析指標から見ていくこととします。 

 

  

分析の視点 住民等のニーズ 指標

①住民一人当たり資産額

②歳入額対資産比率

③有形固定資産減価償却率

④施設類型別の有形固定資産減価償却率

⑤純資産比率

⑥社会資本等形成の世代間負担比率

　　（将来世代負担比率）

　〔関係指標〕将来負担比率

⑦住民一人当たり負債額

⑧基礎的財政収支（プライマリーバランス）

⑨住民一人当たり行政コスト

⑩性質別行政コスト

⑪受益者負担の割合

　〔関係指標〕財政力指数

歳入はどのくらい税金等で賄われているか
（受益者負担の水準はどうなっているか）

将来世代に残る資産はどのくらいあるか

将来世代と現世代との負担の分担は適切か

行政サービスは効率的に提供されているか

財政に持続可能性があるか
（どのくらい借金があるか）

資産形成度

世代間公平性

持続可能性

（健全性）

効率性

自律性
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１ 資産形成度 ～ 将来世代に残る資産はどれくらいあるの？ ～ 

 

① 住民一人当たり資産額  

 

  ▷ 資産合計 ÷ 住民基本台帳人口 ＝  R6:1,594 千円  （R5:1,571 千円） 

 

   資産の総額では、団体ごとの財政規模が異なるため、単純に金額のみで比較すること

はできませんが、市民一人当たりの資産額を算出することで他の類似団体と比較検証す

ることが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 歳入額対資産比率  

 

  ▷ 資産合計 ÷ 歳入総額 ＝  R6:3.25 年  （R5:3.44 年） 

 

   歳入総額に対する資産総額の割合を示す指標であり、これまでに形成されたストック

としての資産が歳入の何年分に相当するかを表します。 
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R6

姫路 姫路 中核市平均 西宮 尼崎 明石

①道路 76.5% 75.6% 68.5% 63.6% 86.9% 72.3% 

②橋りょう・トンネル 68.6% 67.9% 63.2% 70.1% 58.5% 51.8% 

③公営住宅 63.6% 63.3% 63.3% 71.2% 73.9% 61.7% 

④認定こども園・幼稚園・保育所 59.1% 59.3% 59.3% 62.3% 76.5% 67.4% 

⑤学校施設 71.6% 73.4% 68.0% 68.1% 61.0% 59.6% 

⑥体育館・プール 63.2% 65.2% 56.7% 78.8% 69.5% 69.0% 

⑦福祉施設 47.4% 45.7% 58.9% 62.7% 78.9% 50.9% 

⑧市民会館 43.0% 39.6% 52.5% 70.6% 95.6% 72.0% 

⑨一般廃棄物処理施設 71.5% 66.5% 62.0% 81.9% 82.9% 58.6% 

⑩庁舎 72.6% 70.8% 55.7% 60.2% 65.5% 72.7% 

 　全体 70.5% 69.2% 65.8% 69.8% 69.4% 59.6% 

R5

 ③ 有形固定資産減価償却率  

 

  ▷ 減価償却累計額 ÷ 償却資産の取得価額等 ＝  R6:70.4％  （R5:69.2％） 

 

   有形固定資産（事業用資産・インフラ資産）のうち、土地・立木竹・建設仮勘定を除い

た「償却資産の取得価額等」に対する「減価償却累計額」の割合です。耐用年数に対して

資産の取得からどの程度経過しているのかを全体として把握することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 施設類型別の有形固定資産減価償却率  

 

   有形固定資産減価償却率を施設類型別で算出することにより、施設ごとの老朽化の度

合いを把握することができます。 
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  ☞ まとめ（資産形成度について） 

   本市の令和 5 年度の有形固定資産減価償却率は 69.2％（令和 6 年度は 70.4％）となっ

ていて、中核市平均 65.7％と比べて高い数値であることが分かります。これは、本市の

市域が広く、施設数も多いことが一因と考えられますが、公共施設などの資産が取得か

らある程度の期間を経過し、老朽化が進行していることを示しています。 

   施設類型に着目すると、道路や学校施設の有形固定資産減価償却率の数値が全国の中

核市平均や県内中核市と比べて、高いことが読み取れます。学校施設については現在老

朽化対策として施設の長寿命化や保全に取り組んでいるところでありますが、施設の老

朽化対策には多額の経費が必要となります。計画的な施設保全により機能維持とコスト

の縮減を図るとともに、姫路市公共施設等総合管理計画に基づき、統廃合や転用、ダウ

ンサイジング等の保有量の最適化及び財政負担の軽減・平準化に取り組む必要がありま

す。 

 

 

２ 世代間公平性 ～ 将来世代と現役世代との負担の分担は適切なの？ ～ 

 

 ⑤ 純資産比率  

 

  ▷ 純資産の部 合計 ÷ 資産の部 合計 ＝  R6:72.9％  （R5:70.9％） 

 

   資産のうち償還義務のない純資産の割合を示す指標であり、この比率が高いほど負債

の割合が少なく、将来世代の負担が低いといえますが、世代間負担の公平を図るために

は、現役世代と将来世代との負担のバランスにも留意することが必要となります。 
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 ⑥ 社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率）  

 

  ▷ 地方債残高（特例地方債※を除く）÷ 有形・無形固定資産 ＝ R6:14.1％ （R5:14.4％） 

 

     ※特例地方債：臨時財政特例債、減税補填債、臨時税収補填債、臨時財政対策債、減収補填債特例分  

 

   有形固定資産などの社会資本等に対して、将来の償還等が必要な負債による調達割合

を算出することにより、社会資本等形成に係る将来世代の負担の程度を把握することが

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ☞ まとめ（世代間公平性について） 

   令和 5 年度の本市の純資産比率は 70.9％で、中核市平均 71.2％と比較すると 0.3 ポイ

ント低くなっており、将来世代の負担が高いと言えます。しかし、令和 6 年度の本市の

純資産比率は、72.9％となっており、前年度と比較して 2.0 ポイント高くなっています。 

人口減少社会を見据えると、将来世代への過度な負担の先送りは適当ではありません

が、一方で、学校や道路、公園などの有形固定資産は、将来にわたり引き続き利用される

ため、過去及び現役世代のみに負担させるべきものでもありません。今後も他都市など

との比較を参考に、公平性の観点に基づき、適切な負担割合となるよう検討していく必

要があります。 
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３ 持続可能性 ～ 財政に持続可能性はあるの？ ～ 
 

 ⑦ 住民一人当たり負債額  

 

  ▷ 負債合計 ÷ 住民基本台帳人口 ＝  R6:432 千円  （R5:458 千円） 

 

   負債の総額では、団体ごとの財政規模が異なるため、単純に金額のみで比較すること

はできませんが、市民一人当たりの負債額を算出することで他の類似団体と比較検証す

ることが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ 基礎的財政収支（プライマリーバランス）  

 

  ▷ 業務活動収支(支払利息を除く)＋投資活動収支(基金を除く)＝ R6:16,226 百万円 （R5:13,463 百万円） 

 

   地方債等の元利償還額を除いた歳出と、地方債等発行収入を除いた歳入のバランスを

示す指標となります。この収支が黒字であれば、地方債に依存しない財政運営が行われ

たことになります。 
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  ☞ まとめ（持続可能性について） 

   令和 5 年度の本市の住民一人当たり負債額は 45 万 8 千円（令和 6 年度は 43 万 2 千

円）で、中核市平均 43 万 6 千円と比較して若干高いことがわかります。 

一方、本市の令和 5 年度の基礎的財政収支は 135 億円の黒字、令和 6 年度は 162 億円

の黒字となっています。主な要因としては、税収等収入などの増により業務活動収支が

増となったことなどが挙げられます。 

公共施設等の投資規模が大きくなると、業務活動収支の黒字分だけでは投資活動収支

の赤字分を賄えなくなり、基礎的財政収支は赤字の方向へ働きます。今後も既存施設や

インフラの老朽化対策や、多額の市債発行を伴う大規模投資事業の実施が見込まれてい

ることから、将来世代への過度な負担の先送りを行わないよう適正な財政運営に努めな

がら必要な事業の実施を計画的に行う必要があります。 

  

 

４ 効率性 ～ 行政サービスは効率的に提供されているの？ ～ 
 

 ⑨ 住民一人当たり行政コスト  

 

  ▷ 純行政コスト ÷ 住民基本台帳人口 ＝  R6:389 千円  （R5:382 千円） 

 

   行政コスト計算書で算出される行政コストを住民基本台帳人口で除して住民一人当た

り行政コストとすることにより、地方公共団体の行政活動の効率性を測定することがで

きます。 
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R６

姫路 姫路 中核市平均 西宮 尼崎 明石

①人件費 78.2 71.8 67.3 80.0 66.0 69.8

②物件費等 133.0 124.5 115.6 101.8 87.0 89.9

③その他の業務費用 4.3 4.2 6.3 7.6 5.5 5.6

④補助金等 59.1 58.1 63.6 75.9 64.5 39.4

⑤社会保障給付 103.9 103.9 118.6 90.8 176.6 140.5

⑥他会計への繰出金 41.2 39.7 34.9 26.0 30.6 32.8

⑦その他 -30.7 -20.2 -16.2 -23.1 -44.1 -15.0

合計 389.0 382.0 390.0 359.0 386.0 363.0

R５

 ⑩ 性質別行政コスト  
 

   性質別の行政コストを経年比較し、増減分析することで効率性の度合いやどの分野の

政策に重点を置いているのかを把握することができます。 

 

経常費用の構成比率 

 

 参考 性質別一人あたりコスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「⑦その他」には、経常収益、臨時損失及び臨時利益を含むため、数値がマイナスになる場

合があります。 

☞ まとめ（効率性について） 

   令和 5 年度の住民一人当たりの行政コストを見ると、中核市平均 39 万円に対して、本

市は 38 万 2 千円であり、他都市と比べて少ないコストで効率的に行政を運営できてい

ることが分かります。令和 6 年度は本市においては 38 万 9 千円で前年度と比較して 7 千

円増加しています。これは、システム標準化に伴う事業等の増により②物件費等が前年

度から増加していることなどが原因です。 

   今後も社会保障給付費の増加が見込まれる中、より効率的な行政運営に努めていく必

要があります。 

R６

姫路 姫路 中核市平均 西宮 尼崎 明石

①人件費 18.6% 17.8% 16.6% 20.9% 15.4% 18.5%

②物件費等 31.8% 31.0% 28.5% 26.6% 20.2% 23.8%

③その他の業務費用 1.0% 1.1% 1.5% 2.0% 1.3% 1.5%

④補助金等 14.1% 14.4% 15.6% 19.9% 15.0% 10.4%

⑤社会保障給付 24.7% 25.8% 29.2% 23.8% 41.1% 37.2%

⑥他会計への繰出金 9.8% 9.9% 8.6% 6.8% 7.1% 8.7%

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

R５

（単位：千円） 
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５ 自律性 ～ 受益者負担の水準はどうなっているの？ ～ 

 

 ⑪ 受益者負担の割合 

 

  ▷ 経常収益 ÷ 経常費用 ＝  R6:7.9％  （R5:5.7％） 

 

   行政コスト計算書の経常収益は、使用料・手数料など行政サービスに係る受益者負担

の金額を表すため、これを経常費用と比較することにより、行政サービスの提供に対す

る直接的な負担の割合を算出することができます。 

 

 

 

 

  ☞ まとめ（自律性について） 

   令和 5 年度の本市の受益者負担の割合は 5.7％で、中核市平均 4.4％と比較して若干高

いことがわかります。物価高等の影響により、行政サービスの提供にかかる経費も増加

していることから、今後も引き続き、適正な受益者負担の割合を確保するため、使用料・

手数料の見直しを実施していく必要があります。 
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Ⅶ おわりに 

 

 

■これからの財務書類 

 

  本市においては、平成 20 年度決算分より導入した総務省方式改訂モデルの財務書類によ

り、財政状況の公表を行ってまいりましたが、平成 28 年度決算分から統一的な基準へと移

行しています。 

  新公会計制度の目的は、財務情報を分かりやすく開示することで外部への説明責任を果

たすことと、資産・負債及び費用の適正な管理を通じて地方公共団体の財政運営の強化を

図るという大きな２点があります。 

  新公会計制度の導入により、市民の皆様にとっては受益と負担の関係をより理解してい

ただきやすくなったほか、他の地方公共団体の数値と比較することで、本市がどのような

財政状況であるかを検証することができるようになっています。 

  新公会計制度の導入によってもたらされる財務書類はそれ自体が目的ではなく、あくま

でもツールであり、今後これを行政経営にどのように活かしていくかが重要です。 

  財務書類は、政策評価や予算編成との関連づけ、受益と負担の割合の検討や、インフラ

に対する投資判断を行うほか、事業・施設のコストを把握及び分析することで職員のコス

ト意識の醸成など、様々な活用方法が考えられます。 

  今後も、企業会計的な考え方を取り入れることで、日々の業務の改善・施設の維持管理

等の効率化を図るとともに、財務書類のさらなる活用の方策について、検討を進めてまい

ります。 
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